
一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金

団体運営補助

文化の発展及び生き生きとした地域住民の暮らしの実現のため、一般財団法人
佐渡文化財団が事業を進めていくために必要な経費に対して補助金を交付す
る。

一般財団法人 佐渡文化財団

補助対象経費 別表のとおり

無し

○同種の補助金の統合検討

予算の範囲内において補助金を交付する。
運営費補助　人件費　補助対象経費の９／１０を上限とする。
　　　　　　事務費　補助対象経費の１／２を上限とする。
○少額（５万円以下）補助金の理由

事業により異なる。

○補助率が市単独補助で実質1/2を超える理由

組織力や運営基盤が脆弱な初期段階の措置として、団体が自立できるまでの一定期間に
おいて補助するため。

B　数値化不可

○目標に対する費用対効果（計算式）

公的事業の実施状況やメディア等によるイベントの露出状況や交流人口の入込による経
済波及効果等を確認しながら費用対効果を検証していく。

○目標を数値化できない理由及び他の評価方法

平成30年4月1日

令和2年9月30日

令和3年3月31日

○終期の設定が３年を超える場合の理由

○開示内容及びその方法（手段）

（担当部署） 社会教育課佐渡学センター

（電話番号） 0259-52-2447

補助事業者

補助金等事業概要

補助事業名
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補助の概要

見直し時期

補助終期

補助事業の募集・開示等

事業担当

類似補助の有無

補助金額（定額、上限、下
限等）

補助率等

数値目標等

補助制度開始


